
第163回特別国会において新たに示された事項について  

Ⅰ．障害認定区分・支給決定   

1．障害程度区分の区分数及び決定時期について  

○ 国務大臣（尾辻秀久君） どの程度の段階を考えておるのかということでご  

ざいましたので、六段階程度を考えておりますということは申し上げたいと思  

います。（中略）  

年内には適切な障害程度区分を設定したいというふうに考えております。  

（平成17年10月26日 衆・厚生労働委員会）  

2．障害程度区分の検証について   

○ 政府参考人（中村秀一君） 委員に御説明いたしましたように、そのような  

新しい一次判定のコンピューターソフトをつくろうとしております。その結果、  

見直しましたコンピューターソフトを含めまして、新たに障害程度区分につい  

ても設定しなきやなりませんので、そういったものについて、まずは、基缶茎  

葉でサンプルデータが収集されておりますので、それをもとに検証を行いたい  

と考えますけれども、今委員から御指摘があった、具体的に現場でどのように  

やればその検証になるのかといったことなんかにつきましても、有瓢者の意見  

もお伺いしながらやってまいりたいと思います。  
（平成17年10月21日 衆・厚生労働委員会）  

3．利用者本人への通知について   

○ 政府参考人（中村秀一君）市町村が行う支給決定事務のうち行政処分であり  

ます障害程度区分の認定結果、それから支給決定の結果、支給の要否及び支給量  
は御本人に通知する、こういうことが原則であるというふうに考えております0  

（中略）  

定型か非定型かの判断などについては、申請から行政処分に至る一連の過程で  

ございますので、その過程すべてを通知するということは市町村に大きな事務負  

担にもなりますので、私どもの方からガイドラインにせよ一律にということを義  

務づけることは考えておりませんが、サービス利用の意向を聴取したり、そうい  

った中で、例えばその方の場合については丁寧に対応をし、そういった状況につ  

いても中間的な経過をお伝えするというようなことは市町村の方でやっていた  

だけるのではないかと考えておりますの  

（平成17年10月28日 衆・厚生労働委員会）   



4．市町村審査会の委員について   

○ 政府参考人（中村秀一君） 委員につきまして、どういう職種でなければな  

らないというふうに指定しているわけではございませんが、精神科の領域であ  

れば精神科の医療に精通された方が望ましく、そういった意味では、医師の中  

でも精神科医が望ましいということは、地域で確保ができるのであればそれに  

こしたことはないし、精神科の医師の方については、この自立支援法の実施に  

当たっては是非中核的な役割を果たしていただきたいと考えているところで  

ございます。  

（平成17年10月11日 参・厚生労働委員会）  

Ⅰ．相談支援事業について  

1．ケアマネジメントにおける医師意見の活用について   

○ 政府参考人（中村秀一君）  医師の今お話にありました所見ということは、入  

所等の判定に係る病状の把握でございますとか、サービス事業者が例えば服薬管  

理しなきやならないというような留意事項などにも役立つと考えておりますの  

で、今度の障害程度区分や支給決定、サービス利用のプロセスの中で医師の意見  

というものをうまく吸収できるような仕組みを現場の御意見も伺いながらよく  

検討してまいりたいと思います。  

（平成17年10月6日 参・厚生労働委員会）  

2．相談支援事業の委託について   

○ 政府参考人（中村秀一君） 参議院での議論は、高齢者の在宅介護支援センタ  
一についても、そういったただいま申し上げま  した、障害について専門性を有し、  

かつ中立公平性が確保できると市町村が判断した場合には候補者の一つになり  

得る、委託の対象になり得る、そういうことの議論であったと承知いたしており  

ます。  

（平成17年10月26日 衆・厚生労働委員会）  

○ 政府参考人（中村秀一君）  地域から委託を受ける場合につきましてはより公   

益性が高いということでございますので、一般の相談支援事業者、例えば専門的   

な相談員を置くとか、そういった要件に付加して、常勤の専門員を置く、そして、   

市町村が設置した地域自立支援協紛こおいてその運営内容lこついて評価され   

るというような付加的な要件をつけていきたいと考えております。   

（平成17年10月28日 衆・厚生労働委員会）  
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Ⅲ．障害福祉サービス（報酬・基準）  

1．サービス提供における専門性の配慮について   

○ 政府参考人（中村秀一君）  実際のサービス提供においてはさまざまな専門  

性がありますので、それぞれの施設が障害の特性に応じましたノウハウを持っ  

ておられたり、㈱、また専門性も十分持っているとい  

うことがありますので、実際上、卿右じまして、最も適切な  

利用者の方に対応する、また利用者の方もできる限り最も最適な施設の方を利  

用される、こういう形になろうかと思いますので、いわゆる合理的な理由なく  

サービスの提供を拒んではならないという規定と、自分のところの専門性でど  

ういった利用者の方を主として考えるかということの両立を因っていかなけ  

ればならないと思いますので、そういった意味で、専門性に？いては十分配慮  

されるような運用をできるよ甑  まいりたいと考えております。  

（平成17年10月26日 衆・厚生労働委員会）  

2．日払い化について   

○ 政府参考人（中村秀一君） キヤ  

ど、凋が生ずるようなことがございますので、そうい  

ったことについて一定の配慮を行うことは、これは当然だろうということが第  

一点でございます。   

第二点は、それぞれの制度の施設がございますが、いわば措置制度に使って  

いる期間が長い施設ほど月額払いが定着しておりますので、そういった施設に  

ついては現にかなり定見を下回っておられながら運営されているところもあ  

りますので、－一挙に日払い方式を適用されると本当に経営が破綻してしまうと  

いうおそれもあろうかと思います。激変措置を講じ、そういったことがないよ  

うに軟着陸をよく考えていきたい。  

（平成17年10月21日 衆・厚生労働委員会）  

3．最低定具について   

○ 政府参考人（中村秀一君） 新体系におけるサービス利用のいわば最少人数に  

ついてどうかということでございますが、社会福祉法に定める最低人員は二十人  

でございますので、二十人を一応の原則と考えておりますが、例えば、離島、過  

疎地等において、単独で二十人の利用を確保することが困難な場合は、その二十  

人を緩和することを検討いたしております。地域活動支援センターにつきまして  

は、地域の実情により、より柔軟な運営を可能とするため、より少人数の最低定  

員とする方向で検討いたしておりますL  

さらに、それぞれの機能、複数の機能をお持ちになる場合、一つ一つの事業に  

ついて最低人数ではなくて、四事業を行う場合でも、その四事業について、トー  

タルで二十人の最低利用人数がいればそういうことができるというような柔軟  

な体系を考えております。  

（平成17年10月28日 衆・厚生労働委員会）  
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4．施設、事業者の応諾義務について  

○ 政府参考人（中村秀一君） 今度の自立支援法でも、新しくこの事業者指  

定するということになるわけでございますが、その際にも、指定基準におい  

て、脚の提供を拒んで蛙  

ならないと、HIVその他の感染症に感染しているということでサービスの  

捷供を拒否することはできないということを明確に規定してまいりたいと  

考えております。  

（平成17年10月11日 参・厚生労働委員会）  

Ⅳ．障害福祉サービス（グループホーム）   

1．施設や病院の敷地内のグループホーム、ケアホームの設置について  

○ 国務大臣（尾辻秀久君） グループホームでありますとか、ケアホームは、  

病院や施設とは異晰、ら  

晰御指摘  

の設置場所の問題につきましては、関係者の間でもこれは本当にいろいろ御意  

見があるところでございまして、基塵施設や病院の敷地内に設置する場合、入  

所、入院と珊きではないのではないカ、といった  

皐うな御意見があります一方で、設置場所にかかわらず、施設や病院との独立  

性が担保されていれば認めてよいのでは鵬と  

も事実でこざいます。現実には直ちに十分なサービス量を地域に確保すること  

が困難な中で、一定の条件のもと、施設や病院の敷地を利用することも否定で  

きないのではないか、こういった現実を見てという御意見もあることは承知を  

いたしております。申し上げたように、この点につきましてはいろいろ御意見  

があるものですから、社会保障審議会障害者部会などの頓において、今お書乱＼  

ただいたようなことなども含めて十分に意見を伺いながら、私どもも具体的な  

取り扱いに？いてさらに検討を進め王まいりたいと考えております。  

（平成17年10月26日 衆・厚生労働委員会）  

2．身体障害者のグループホームについて   

○ 政府参考人（中村秀一君） 身体障害者のグループホームの議論もございます  

が、他方、身体障害者の方々については、むしろ住居の整備、住宅施策の方を追  

求すべきではないかというような御意見もございまして、グループホームという  

点につきましては、まず、脚ムの  

利用をお認めし、その効果等を検証しながら、身体障害者の方のグループホーム  

というサービス形態が塵週 

すが、制廣堪が必要なのかどうかということを考えてまいりたいと思います。今  

お話の中に出ました身体障害者福祉ホームにつきましては、地域生活支援事業の  

中で今後も実施していくこととしておりますので、現在その制度を御利用の方に  

ついては引き続き利用できるものと考えております。  

（平成17年10月28日 衆・厚生労働委員会）  
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Ⅴ．障害福祉サービス（就労支援等）   

1．就労継続支援事業のエ賃について  

○ 政府参考人（中村秀一君） 雇用契約に基づく就労機会を提供する就労継続  

支援事業につきましては、陣青春以外の方の雇用も認め、障害者の方と障害者  

以外の方とともに働くということで生産性を高めていく、そういった形の中か  

らエ真の引き上げということが一つあるのではないかと考えております。  

こういう雇用型ではない、非雇用型の場合におきましても、今お話がございま  

したけれども、事業所ごとに目標工賃水準を設定するということと、実際の享  

畳丞準の公表などを通じましてその引き上げを図りたいと思っておりますし、  

できる限り雇用型への移行を促すため、そういったことを促進するような J  

たそういったことが進められるような事業所に対する報酬面での手当も進め  

てまいりたいと思います。  

（平成17年10月26日 衆・厚生労働委員会）  

Ⅵ．障害福祉サービス（対象者）   

1．「行動援護」の対象者について  

○ 政府参考人（中村秀一君）行動援護の対象者の選定基準として、今委員か  

らお話ありましたように、十項目についてそれぞれ二点で、十点以上それに該  

当した方について対象者になる、こういうやり方をしているわけでございます。  

二十点満点中十点以上、こういった判定基準がよいかどうかということにつき  

圭して、専門家の方々の御意見もよくお聞かせいただいて考えてまいりたいと  

思います。  

私のところにも専門家の方が来られまして、そういう一つの項目について非  

常に重度のケースもあるので、一律十点以上というのはやや画一的に過ぎるん  

ではないかというようなお話もいただいたこともございますので、よイ検討さ  

せていただきたいと存じます。  

（平成17年10月21日 衆・厚生労働委員会）  

2．適所施設利用者についての経過措置について  

○ 国務大臣（尾辻秀久君） 障害者の適所施設の場合、高齢者のデイサービス  

などと異なりまして、通常は毎日通う施設として位置づけられておりますこと  

から、来年十月の時点で現行制度により適所施設を利用している方については、  

その施設が新体系に移行した後においても、＝十四年三月までの約五年の間は  

旦lき続きその施設に通い続けることができるような経過措置を設ける方向で  

検討いたしております。  

（平成17年10月21日 衆・厚生労働委員会）  
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3．重症心身障害児施設入所者（18歳以上）についての経過措置について   

○ 政府参考人（中谷比呂樹君） 今回の改正におきまして、障害児の施設利用  

につきましては、平成十八年十月に措置制度から契約制度へ移行することとな  

りますけれども、重症心身障害児の施設、これは障害者自立支援法に定める障  

害者の施設とは異なりまして、施設体系の見直しは行わないため、重症心身障  

害児施設において提供されるサービスについては従来どおり引き続き提供さ  

れます。  

また、土幽篭  

湘軍症心身障害児  

施設に廻  

蜘で  

ございます。  

（平成17年10月11日 参・厚生労働委員会）  

Ⅶ．辞書福祉サービス（重度者）   

1．重度訪問介護や重度障害者等包括支援について  
○ 国務大臣（尾辻秀久君） そこで、さらに、こうした皆さんが地域でお暮ら  

しになる場合に二十四時間通しての支援が必要となるケース、今お話しになっ  

た場合でありますけれども、そうしたケースも想定されますので、その場合は、  

今国庫負担基準を上げる方向で検討しますということを申し上げましたけれ  

ども、その検討にあわせまして、長時圃頓即した報  

蜘効率的  l軸ち  
雌します。  

（平成17年10月21日 衆・厚生労働委員会）  

2．重度障害者等包括支援の事業者について   
○ 国務大臣（尾辻秀久君） 重度障害者等包括支援の事業所は、みずからすべ  

てのサービスを直接提供する必要はないと考えております。直接みずからが全  

な知誰と経験  部提供するというふうには考えておりませんで、むしろ   

する媚と里調埠域資源  

と密穣な連携が唾艶皇ろ事菓所である調  

蛙吐むと私どもは考えておりまして、そういったようなことが必要であります  

ので、現在重度障害者の方にサービスを提供しておる事業者についても、こう  

した条件を満たしていただくならば、当然引き続き事業を行っていただくもの  

と考えておるところでございます。  

（平成17年10月21日 衆・厚生労働委員会）  
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3．重度障害者等包括支援の基盤整備について   
○ 政府参考人（中村秀一君）普及に当たっては先進事例や、皆さんそれぞれ御  

苦労をされ、試行錯誤、いろんな失敗や成功を重ねながらやっておられるとい与  
ことでございますので、我々も国でございますので、そういったノウハウの収集、   

提供あるいはモデル事業の御支援、それから研究の事業を、国としても研究を缶  
うといったようなことを努めて、こういったことが各地で事業が広がるように努  
めてまいりたりと思います。  

（平成17年10月13日 参・厚生労働委員会）  

Ⅷ．国庫負担基準  

○ 国務大臣（尾辻秀久君）現在の、まず申し上げた月22万円という水準につ  
廊ビス利用実態など、申し上げている  
ようなことであります、踏まえて、今度は上げる方向で見直していく。この基準  
額は、まず国庫負担基準額は上げる方向で見直していくということはお約束を申  
上土げておきたいと存じます。  

（平成17年10月26日 衆・厚生労働委員会）  

○ 国務大臣（尾辻秀久君）障害をお持ちの方で今サービスを受けておられる方、  
この方々が垂切なサービスを受けておられるという、その水準を私どもが下げる  
土いうことは決して考えておりませんし、また、そんなこともいたしません0  
（平成17年10月26日 衆・厚生労働委員会）  

○ 政府参考人（中村秀一君）制度移行時の対応をどうするかについては、新  
たに定める国庫負担基準の水準、これは新しい基準を今定めようと思っており  
ますが、そういったことも踏まえながら、激変緩和については当然検討させて  
いただきたいと思っております。  

（平成17年10月21日 衆・厚生労働委員会）  

○ 西副大臣 今回の制度変更に伴い、現にサービスを利用している方に大きな  
変化が生じないよう配慮する必要もあることから、今後、こうした重用の取扱  
いについては、新たに設定する国庫負担基準の水準などを勘案しつつ、検言寸し  
てまいりたい。なお、小規模な自治体において流用などの対応が困難なため支  
陸が生じるとのご指摘については、今後、現行制度においてどのような事態が  
生幽と考え  

ている。  

（平成17年10月26日 衆・厚生労働委員会）  
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Ⅸ．障害福祉計画  

1．障害者の意見聴取   

○ 政府参考人（中村秀一君） 計画策定に当たりましては、障害者を始めとす  

る住民の方の意見を反映するということが必要であり、計画策定のプロセスと  

いうことが大事になると思いますので、住民の意見を反映させるための措置を  

講ずる旨の規定を設けますとともに、地方障害者施策推進協議会の意見を聴く  

というようなことで、当事者の方々の御意見、またニーズのくみ上げに対応し  

てまいりたいと思っております。  

どういう、実際に策定プロセス、僻、ということlこついては、自治  

体ごとのそれぞれのお考えもあるとは患いますが、私どもといたしましては、  

御指摘の点も踏まえまして、障害者の意見が反映するよう、少なくとも障害者  

の御意見を聴く機会を設けるなど、そういったことは私どもの基本方針に盛り  

込んで各自治体lこお示しをしてまいりたいと考えております。  

（平成17年10月6日 参・厚生労働委員会）   

2．障害福祉計画策定に係る国の市町村に対する支援について   
○ 政府参考人（中村秀一君） 非常に／トさな規模の町村においてはなかなか策  

定が難しいと思いますので、まず一つは、限られた職鼻の方でも比較的容易に  

計画策定の実務ができるきめ細かなマニュアルをつくらせていただきたいと  

思っております。蔓⊇旦は、障害者の方もお一人というお話がありましたけれ  

ども、そういったところでは単独ではなかなかサービスも計画もつくりにくう  

ございますので、そこのところは広域的な対応をする必要がある。これは、福  

井の例でいえば、福井県の方とその町と協力してやっていただく、県がバック  

アップしていただぐ、こういうことは考えておりますので、そういう対応を私  

どもも県の方と御相談してやってまいりたいと思いますL  

（平成17年10月21日 衆・厚生労働委員会）  

Ⅹ．地域生活支援事業  

1．地域生活支援事業の配分方法   

○ 政府参考人（中村秀一君） 障害者福祉の地域における推進の観点から地域生  

活支援事業を創設することといたしておりますが、この事業につきましてはさま  

ざまなメニューがございますし、また、そういったメニューについて、市町村で  

必ずやっていただかなければならないというような事項にもなっております。二   

堕の統合補助金でございますので、基本的には、個々の事業の所要額lこ基づく配  

分というよりは、一定の基準l＝基づきまして配分する予定、今委員カ、らお吉舌があ  

りました、その際、人口規模等というのもー定の基準に入ると思います。  

しかし、もう一つ、現在の事業の実施水準について、これは問題となっており  

ますけれども、かなり地域格差があることも事実でございまして、非常にサービ  

スが行われている地域、それからまだ全くサービスがない地域ございます。そう  
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いった現状に対して、機械的に配分すろということは、ある意味で壌進んでいる  

地域を抑制することにもなりかねませんので、現在の事業の実施水準ということ  

もよく考慮いたしながら、この事莱雲¢配分ということはさせていただきたいと  

思います。  

（平成17年10月26日 衆・厚生労働委員会）   

2．地域活動支援センター（小規模作業所）について   

○ 政府参考人（中村秀一君） 現在の小規模作業所に対しましては、国として一  

定の要件を満たす場合に一カ所当たり百十万円の運営費補助を行っております  

はか、今委員からご紹介ございましたように、地方交付税措置が都道府県分、市  

町村分として講じられております。私ども、小規模作業所からの移行が多く見込  

まれる地域活動支援センターを今度位置付けようと考えておりますが、今委員か  

らお話しがありました焚付税財源措置も含めまして、安定的な事業運営が確保さ  

れるよう、予卿  

岬また、地域活動量  

環センタ瑚な運  

筆の確保とか、小規模作業所から嚇で、そういったこ  
とを踏まえた対応を、私ゼもとしても抑努力したい  

と患っております。  

（平成17年10月26日 衆・厚生労働委員会）   

3．地域活動支援センターの基準について   

○ 政府参考人（中村秀一君）地域活動支援センタ瑚、埠垣  の実情l瑚し利用料の設  
定をも含め自治体が柔軟な対応をできるようにしたいと考えております。  

（平成17年10月11日 参・厚生労働委員会）  

Xl．自立支援医療  

1．育成医療における一層の負担軽減措置について   

○ 国務大臣（尾辻秀久君） 今申し上げました市町村民税が課税されるけれど  

も所得税額が三十万円未満の中間層の世帯のうち、二つに分けると申しました  

けれども、所帯税非課税世帯では一万円を定率負担の上限額として、これと食  

費榎準負担額を御負担いただくことに、御負担いただくことにいたします。  

すなわち、まず医療費の方は一万円を定率負担の上限額とさせていただきま  

す。それからまた、所得税課税世帯では四万二百円を定率負担の上限額とする  

ということにいたしております。  

（平成17年10月6日 参・厚生労働委員会）  
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2．負担上限額を定める所得区分を所得税額によって決定することについて   

○ 政府参考人（中村秀一君） 今御指摘いただきました点につきましては、地  

方自治体関係者あるいはその関係団体から、申請者に税務署から証明書類を入  

手するなどの手続の負担が生じることから、所得税額ではなく、地方自治体に  

おいて把握し得る指標によって所得区分を判定すべきなど、申請手続の簡素化  

について御意見をいただいているところでございます。今後、所得区分lこつい  

て、例えば各世帯の地方税額又は収入額等によって設定するなど、申請手続で  

御指摘がございました御負担が生じないよう、簡素化する方向で詰めさしてい  

ただきたいと患います。  

（平成17年10月6日 参・厚生労働委員会）  

Xll．補装具  

○ 政府参考人（中村秀一君） 補装具の支給につきましては、今度の自立支援法  

で購入又は修理に要した費用の一割の定率負担をお願いすることといたしてお  

りますが、負担が家計に与える影響を考慮しまして、負担の上限額を設定するこ  

とといたしております。  

この上限額につきましては、予算編成の過程で設定することといたしております  

が、障害福祉サービス真の負担上限額などを念頭に置きながら設定をするという  

ことで、棚方五千円、低所得世帯二でありま  

したら二万四千六百円、一般世帯でしたら四万円というようなことを想定してお  

旦皇室ので、委員が提示されました補装具代の場合、八十万の一割ということの  

ようでございますが、座位保持いすの十五年度の一件当たりの平均単価は二万四  

千三百円になっておりますが、非常に重度な方で大変高額な座位保持いすを使わ  

れる場合だと思いますが、今申し上げました所得にもよりますけれども、一定の  

負担の上限を掛けたいと思っているところでございます。  

（平成17年10月6日 参・厚生労働委員会）  

○ 政府参考人（中村秀一君） 利用者の方が補装具を購入する際に一時的な御  

負担が過剰なものとならないよう配慮することも必要であるということを認  

識いたしておりますので、利用者の方が全額用意しなくてもよいような仕組み  

が工夫できないか、検討させていただきたいと思います。  

（平成17年10月13日 参・厚生労働委員会）  
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X…広報及び自治体の施行準備について  

○ 政府参考人（中村秀一君） 特に、私どもとしては、自治体の施行準備に向  

けた問い合わせ等に対応するヘルプデスクも設けて対応してまいりたいと思  

いますし、できるだけ多く、御説明の機会を得ましたらそういったところにも  

出向いて説明するというような努力をしたいと思いますし、何しろ市町村、都  

道府県の施行に間に合うように、きちんと私どもとして必要な作業もさせてい  

ただきたいと考えております。  

（平成17年10月21日 参・厚生労働委員会）  

○ 政府参考人（中村秀一君） 法律が成立いたしましたとして、実施までに相  

当短い期間で準備しなければなりませんので、私どもさまざまな機会を通じま  

して、都道府県と連携を図りながら、市町村の方にお伝えをしていきたい。ま  

たそれ以外に、この事業は当然、利用者の方、当事者の方々によく理解してい  

ただく必要がありますので、そういったそれぞれのお立場の方が自分がどうな  

るのかというわかりやすい資料、それからサービスを提供される事業者の方々  

も大変大事でございますので、サービス事業者の方々に対してわかりやすい訴  

嬰をしてまいりたいと考えております。  

（平成17年10月21日 衆・厚生労働委員会）  

（注）10月26日及び10月28日分は、会議録の未定稿版をもとに作成。  
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